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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人情報処理学会（IPSJ）及び一般

財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，

日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS X 0164 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS X 0164-1 IT アセットマネジメント－第 1 部：IT アセットマネジメントシステム－要求事項 

JIS X 0164-2 ソフトウェア資産管理－第 2 部：ソフトウェア識別タグ 

JIS X 0164-3 IT アセットマネジメント－第 3 部：権利スキーマ 

JIS X 0164-4 IT アセットマネジメント－第 4 部：資源利用測定 

JIS X 0164-5 IT アセットマネジメント－第 5 部：概要及び用語 
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IT アセットマネジメント－第 5 部：概要及び用語 

IT asset management-Part 5: Overview and vocabulary 

 
序文 

この規格は，2015 年に第 2 版として発行された ISO/IEC 19770-5 を基に，技術的内容及び構成を変更す

ることなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

概要 

ソフトウェアアセットマネジメント（SAM）のための JIS X 0164 規格群は，ソフトウェアアセット及び

関連する IT アセットをマネジメントするプロセス及び技術の両方に対応している。IT は，今日の世界に

おけるほとんど全ての事業にとって基本的な要素になっている。したがって，これらの規格は，IT の全て

に強く融合しなければならない。例えば，プロセスの観点からは，ソフトウェアとそのマネジメントシス

テムとは，新しいマネジメントシステムの基本的要素であることから，SAM 規格が，全てのマネジメント

システム規格で使えるものでなければならない。技術の観点からは，情報構造のための SAM 規格が，ソ

フトウェアマネジメントデータのデータ相互運用性だけでなく，ソフトウェアの利用においてより効果が

期待できるセキュリティのように関連する利益の多くの基礎を提供する。情報構造の SAM 規格は，また，

識別及び緩和による暴露をより自動化させるソフトウェア認証及び国際ぜい（脆）弱性データベースの接

続を改善するような IT 機能の重要な点を容易にする。 

SAM 規格群 

JIS X 0164 規格群の規格は，プロセス及び技術の両方を使いソフトウェアアセットマネジメントシステ

ムを導入し，運用するあらゆる種類の組織を支援するように記述されている。JIS X 0164 規格群は，まえ

がきに記載されている規格で構成されている。 

注記 1 ISO/IEC 19770-4，ISO/IEC 19770-6，ISO/IEC 19770-9 及び ISO/IEC 19770-10 は，取り消さ

れたプロジェクトに関連するか又は将来のために予約されている。 

注記 2 ISO/IEC 19770-4 は，JIS X 0164-4 として，既に発行されている。 

この規格の目的 

この規格は，JIS X 0164 規格群の内容及び関連する用語についてのソフトウェアアセットマネジメント

の概要を定義する。 

この規格は，次のような箇条で構成されている。 

－ 箇条 1 適用範囲 

－ 箇条 2 引用規格 

－ 箇条 3 用語，定義，シンボル及び略語 

－ 箇条 4 ソフトウェアアセットマネジメントの紹介，他の ISO 及び ISO/IEC 規格と SAM 規格との位

置付け，並びに SAM プロセス及びデータ構造の原理の定義 


